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２  総     則 
 

開 催 の 趣 旨 

 

国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進

と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生

活を明るく豊かにしようとするものである。 

茨城県で開催する第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」は、「翔べ 羽ばたけ そして

未来へ」のスローガンのもと、「いばらきの魅力を発信する国体」、「茨城の特色を生かし、創意工

夫を凝らした国体」、「人情味あふれるおもてなしで創る国体」、「更なるスポーツの推進を図る国

体」という４つの大きな柱を掲げ、水と緑に恵まれた豊かな自然、歴史や文化など、本県の魅力

を広く県内外に伝えるとともに、スポーツを通して夢と感動を与える日本最大のスポーツの祭典

となるよう「いばらきの魅力を発信 みんなで創るスポーツの祭典」を目指して開催する。 

 

実 施 方 針 

１ 実施競技 

正 式 競 技 特別競技 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、

バレーボール、体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、 

ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、

軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、 

スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、クレー射撃、  

なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン  

 

 

高等学校野球 

 

２ 会期及び会場地 

会  期 会 場 地 会場地数 

  2019年9月28日（土） 

～10月 8日（火） 

      〔11日間〕 

水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、 

龍ケ崎市、下妻市、守谷市、常総市、坂東市、 

常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、

牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、

常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、神栖市、  

鉾田市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、

阿見町 

26 市 5 町 1 村 

※水泳・体操・バレーボール 

（ビーチバレーボール）競技会 

下記日程内で実施 

 2019年9月7日（土） 

    ～16日（月） 

     〔10日間〕 

日立市、土浦市、ひたちなか市、潮来市、稲敷市、 

大洗町 
5 市 1 町 
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３ 競技方法 

  各競技実施要項に示す方法とし、正式競技は都道府県対抗で実施する。  

 

４ ドーピング検査の実施 

  大会におけるアンチ・ドーピング活動（ドーピング検査及びアンチ・ドーピング教育・情報

提供・啓発活動）は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が定める「日本アンチ・ドー

ピング規程」及び別に定める「国民体育大会アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン」

に基づき実施する。 

なお、治療の目的で禁止物質・禁止方法を用いる必要がある場合は、事前に「治療使用特例」 

（TUE）の手続きを行うこと。 

各都道府県の代表選手は、大会期間中は常に「国民体育大会ドーピング検査同意書」を所持

しなければならない。選手が18歳未満の場合、本人の署名及び親権者の署名、捺印がある同意

書を所持すること。 

 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

  選手及び監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、次のとおりとする。 

  なお、参加資格については、「第74回国民体育大会参加資格、所属都道府県及び年齢基準等の

解釈・説明」を併せて確認すること。 

   【 公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/ 】 

(1) 参加資格 

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日

本国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

(ｱ) 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（「日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別

永住者」を含む。） 

(ｲ) 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「８ 参加申込

方法」で定めた参加申込締切時に１年以上在籍していること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家族滞在」

（中学３年生）に該当していること。 

(ｳ) 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ  少年種別年齢域にあった時点において前号(ｲ)に該当していた者であること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会参加時から終了時ま

で「留学」に該当しないこと。 

［注］上記(ｳ)b について、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当

する者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する

場合も「留学」と同等に扱う。 

イ 選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長（代表者）と体育・スポーツ協会会

長（代表者）が代表として認め、選抜した者であること。 

ウ 第72回又は第73回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む。）において選手又は監督

として参加した者は、次の場合を除き、第72回又は第73回大会と異なる都道府県から参加
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することはできない。 

(ｱ) 成年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 

[注]ａ及びｂは当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

［注］別記３「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受

け、ふるさと選手として参加する者を含む。 

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る

選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

 (ｲ) 少年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚又は離婚に係る者 

ｃ 一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

[注]ａからｃは当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

ｄ JOC エリートアカデミーに在籍する者（別記３「JOC エリートアカデミーに係る選

手の参加資格の特例措置」による。） 

ｅ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る

選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。） 

エ 選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。 

オ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ 1 競

技に限り参加できる。 

カ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することは

できない。 

キ 上記のほか、選手については次のとおりとする。 

(ｱ) 都道府県大会及びブロック大会に参加し、これを通過した者であること。 

(ｲ) 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 

(ｳ) ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。 

ク 上記のほか、監督については公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」

という。）公認スポーツ指導者制度に基づく競技別指導者資格を有する者とし、各競技にお

ける対象資格については当該競技実施要項によるものとする。 

(2) 所属都道府県 

所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県か

ら選択することができる。                    

ア 成年種別 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 勤務地 

(ｳ) ふるさと（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。） 

［注］別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受

け、ふるさと選手として参加する者を含む。 
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  イ 少年種別                          

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地（以下「学校所在地」という。） 

(ｳ) 勤務地 

(ｴ) 別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校

の所在地 

※ 「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、

2019年4月30日以前から本大会終了時（2019年10月8日）まで、引き続き当該地に、そ

れぞれ居住、勤務、又は通学していなければならない。ただし、次の者はこの限りで

はない。 

［成年種別］ 

ａ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」

の適用を受ける者 

［少年種別］ 

ａ 一家転住に係る者 

ｂ 別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｃ 別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」 

の適用を受ける者 

(3) 選手の年齢基準 

  ア 選手の年齢基準については、下記を原則とする。 

(ｱ) 成年種別に参加する者は、2001年4月1日以前に生まれた者とする。 

(ｲ) 少年種別に参加する者は、2001年4月2日から2004年4月1日までに生まれた者とする。 

(ｳ) 年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、2019年4月1日を基準とする。 

イ 日本スポーツ協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず、競技ごとに年齢区分を設

定することができる。ただし、年齢の下限は中学３年生（2004年4月2日から2005年4月1日

までに生まれた者）とする。 

(4) 前記の各事項に疑義のあるときは、日本スポーツ協会及び当該競技団体が調査・審議の

うえ、日本スポーツ協会がその可否を決定する。 

 

別記１【国民体育大会ふるさと選手制度】 

(1) 成年種別年齢域の選手は、国民体育大会開催基準要項細則第３項〔国民体育大会開催基準

要項第８項第１号及び第10項第４号（参加資格及び年齢基準等）〕に基づき、下記のいずれか

を拠点とした都道府県から参加することができる。 

ア 居住地を示す現住所 

イ 勤務地 

ウ ふるさと 

(2) 「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県と

する。 

ただし、JOCエリートアカデミーに係る選手については、別記３「JOCエリートアカデミー

に係る選手の参加資格の特例措置」第３項により取り扱うものとする。 



5 
 

(3) 我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び「永住者」については、

日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。 

(4) 「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」

を登録しなければならない。 

なお、一度登録した「ふるさと」は変更できないものとする。 

(5) 「ふるさと」から参加する選手は、国民体育大会開催基準要項細則第３項－(１)－１)－③

（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

(6) ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利用で

きる回数は２回までとする。 

(7) 参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定めた参

加申込締切期日までに、日本スポーツ協会宛に提出する。 

 

別記２【「一家転住等」に伴う特例措置】 

転校への特例 

１ 以下の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（国民体育大会開催基準要項

細則第３項－(１)－１)－③）（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

(1) この特例の対象は、少年種別年齢域への参加者に限る。 

(2) 本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。 

なお「一家転住等」とは概ね次のことを言う。 

ア 親の転勤による一家の転居 

イ 親の結婚、離婚による一家の転居 

ウ 上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居 

(3) 転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。 

ア 本特例を受けようとする参加者は、下記２(1)の場合は転居元、下記２(2)の場合は転

居先が属する都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告す

ること。 

イ 報告を受けた都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体は、下記２(1)の場

合は転居先、下記２(2)の場合は転居元が属する都道府県体育・スポーツ協会及び都道

府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。 

２ 本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとする。 

(1) 転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加するこ

とができる。 

ア 転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合 

イ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合 

ウ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合 

(2) 転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加するこ

とができる。 

ア 転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始され

ていない場合 
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別記３【JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置】 

公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「JOC エリートアカデミー」に係る選手のう

ち、次の(1)に該当する者については、国民体育大会開催基準要項細則第３項〔国民体育大会開催

基準要項第８項第１号及び第 10 項第４号（参加資格及び年齢基準等）〕及び別記１「国民体育大

会ふるさと選手制度」に関し、次の(2)～(4)の特例を適用する。 

(1) 対象者 

ア 少年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーに在籍する者 

イ 成年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーを修了した者、または同アカデミーに

在籍する者 

(2) 少年種別年齢域の選手の所属都道府県 

(1)アに定める少年種別年齢域の選手は、その所属都道府県について、「居住地を示す現住

所」、「学校所在地」、「勤務地」のほか、卒業小学校の所在地が属する都道府県を選択するこ

とができる。 

なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学

していた小学校の所在地が属する都道府県を選択することができる。 

(3) 成年種別年齢域の選手の「ふるさと」 

(1)イに定める成年種別年齢域の選手は、別記 1「国民体育大会ふるさと選手制度」(2)に

定める卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県のほか、卒業小学

校の所在地が属する都道府県を「ふるさと」とすることができる。 

なお、同アカデミーでの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学

していた小学校の所在地が属する都道府県を「ふるさと」とすることができる。 

(4) 国内移動選手の制限に係る例外適用 

(1)アに定める少年種別年齢域の選手が前回の大会（都道府県大会を含む）と異なる都道府

県から参加する場合、国民体育大会開催基準要項細則第３項－(１)－１)－③（国内移動選手

の制限）に抵触しないものとする。 

  ［注］(1)イに定める成年種別年齢域の選手については、国民体育大会開催基準要項細則第３

項－(１)－１)－③（国内移動選手の制限）の規定に従い取り扱うものとする。 

 

別記４【トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置】 

我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップアス

リートの国民体育大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のとおり定める。 

１ 特例の対象となる選手 

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。 

(1) 第31回オリンピック競技大会（2016年・リオデジャネイロ）に参加した者 

(2) 2019年4月30日時点で、下記のいずれかに該当し、各中央競技団体が本特例の対象として

認めた者 

ア JOC オリンピック強化指定選手 

イ 各競技（種目）における国内ランキング上位 10 位以内の者 

     ウ 中央競技団体が定めた強化指定選手 

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上のカ

テゴリーを対象とする。 
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２  特例の内容 

(1) 予選会の免除 

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民体

育大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競技種目・

種別においては、当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加

枠を獲得している場合とする。 

(2) 資格要件（日数要件の緩和） 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」

を選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 

ア 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

(ｱ) 2019年4月30日以前から大会終了時（2019年10月8日）まで引き続き、住民票記載の

住所に存する都道府県において生活している実態があり、当該都道府県以外（海外を

含む）において生活している実態がないこと。 

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。  

   ａ 自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること 

ｂ 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

ｃ  当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

ｄ  当該住居に主要な家財道具が存すること 

(ｲ) 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動の起点

としていること。 

イ 勤務地 

 次の要件をいずれも満たすものとする。  

(ｱ) 2019年4月30日以前から大会終了時（2019年10月8日）まで引き続き、雇用主と雇用

契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等に現実に通勤

し、勤務していること。 

(ｲ) 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。  

３ 国内移動選手の制限 

   本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民体育大会開催基準要項細

則第３項－(１)－１)－③のとおりとする。 

 

別記５【東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置】 

１ 特例の対象となる被災地域都道府県 

震災による被害状況及び影響等を総合的に勘案し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨

城県、千葉県の６県を本特例の適用対象となる被災地域都道府県（以下「特例対象県」とい

う。）とする。 

なお、特例対象県以外の都道府県において対応が必要となった場合は、個別に取り扱うこ

ととする。 

２ 特例の内容 

(1) 特例対象県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

ア 以下の選手及び監督は、「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」の各要

件を満たしていなくとも、当該特例対象県から参加することができる。 
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【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象

県における「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」の各要件を満たすこ

とができなくなった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

(ｱ) 2011年3月11日（震災発生時）時点において、当該特例対象県内に居住又は勤務し

ていた者。もしくは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍

していた者であること。 

(ｲ) 災害が発生しなかったと仮定した場合、2019年4月30日以前から各競技会終了時ま

で継続して当該特例対象県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」

とする要件を満たしていたと合理的に推測される者であること。 

(2) 避難等による移動先の都道府県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

ア 被災地域からの避難等により、当該特例対象県と異なる都道府県に移動した以下の選

手及び監督については、移動先の都道府県から参加することができる。 

なお、この場合、第 72 回及び第 73 回大会に当該特例対象県から参加していても、国

民体育大会開催基準要項細則第３項－(１)－１)－③（国内移動選手の制限）には抵触

しないものとする。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象

県から移動せざるを得なかった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

(ｱ) 2011年3月11日時点において、当該特例対象県内に居住又は勤務していた者。もし

くは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍していた者であ

ること。 

(ｲ) 移動先の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」とする

要件を満たしていること。 

なお、移動が生じた時期が2019年4月30日以降の場合は、移動先の都道府県の予選会

開始までに要件を満たしていることとする。 

[注]「居住地を示す現住所」及び「学校所在地」として参加を希望する者については、

当該自治体への住所に関する届出又は学籍に係る要件を満たしていなくとも、それに

準ずる公的な証明書類を提出でき、かつ移動先の都道府県に居住あるいは通学してい

る実態を有していると日本スポーツ協会が認めた場合、移動先の都道府県から出場す

ることができる。 

イ 本項アを適用して避難等による移動先の都道府県から第74回大会に参加した者が、第

75回大会において、以下のような震災にかかる理由により再度都道府県を移動して参加

する場合は、国民体育大会開催基準要項細則第３項－（１）－１）－③（国内移動選手

の制限）には抵触しないものとする。 

＜例＞ ○ 避難先を離れ、当該特例対象県に戻る場合 

○ 避難先を離れ、他の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」

又は「勤務地」とする場合 

○ 他の都道府県に避難先を移す場合 
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(3) 避難等による移動先の属する都道府県において学校を卒業した場合の「ふるさと」選択

要件の緩和 

避難等による移動先の属する都道府県において中学校または高等学校を卒業した者が、

成年種別年齢域に達した際、「国民体育大会ふるさと選手制度」を活用して参加する場合、

以下のいずれかを「ふるさと」として登録することができる。 

① 卒業中学校または卒業高等学校の所在地 

② 災害の発生した時点で在籍していた中学校または高等学校の所在地 

なお、本特例を適用して上記②の学校所在地を「ふるさと」登録した場合についても、

卒業中学校または卒業高等学校の所在地を「ふるさと」とする場合と同様、一度登録した

「ふるさと」は変更できない。 

【特例の対象者】 

2011年度～2012年度に、避難等による移動先の属する都道府県において中学校または 

高等学校を卒業した者。 

 

６ 各正式競技の総合成績決定方法 

  各正式競技の総合成績決定方法は次のとおりとする。 

(1) 次のア、イの得点を合計したものを男女総合成績（天皇杯得点）及び女子総合成績（皇后

杯得点）とする。 

ア 競技得点 

競技得点は、各種別、種目などの第１位から第８位までの都道府県に与え、次のとおり

とする。ただし、同順位の場合は、次の順位のものを加え、当該都道府県で等分し、割り

切れない場合は、小数第３位以下を切り捨てる。 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 

 

種別 

４人以下 24 点 21 点 18 点 15 点 12 点 ９点 ６点 ３点 

５人以上７人以下 40 点 35 点 30 点 25 点 20 点 15 点 10 点 ５点 

８人以上 64 点 56 点 48 点 40 点 32 点 24 点 16 点 ８点 

種目  ８点 ７点 ６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

[注]「種別」：種別などに与える競技得点  「種目」：種目などに与える競技得点 

イ 参加得点 

     参加得点は10点とし、大会（ブロック大会を含む。）に参加した都道府県に与える。 

ただし、ブロック大会で本大会の出場権を獲得しながら、本大会に参加しなかった場合

は与えない。 

(2) 各競技の総合成績は、当該競技団体が決定する。 

ただし、天候その他の事情により一部競技が中止になった場合は、当該競技団体と大会総

務委員会が協議する。 

(3) 参加資格違反等に関わる得点等の取り扱いについては、「国民体育大会における違反に対

する処分に関する規程」によるものとする。 

 

７ 表  彰 

(1) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に天皇杯を、
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同じく女子総合成績第１位の都道府県に皇后杯をそれぞれ授与する。 

(2) 冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績及び女子総合成績の第１位から

第８位までの都道府県に、それぞれ表彰状を授与する。 

(3) 各正式競技の男女総合成績第１位の都道府県に、国民体育大会会長トロフィーを授与する。 

(4) 各正式競技の男女総合成績及び女子総合成績の第１位から第８位までの都道府県に、それ

ぞれ表彰状を授与する。 

(5) 各競技の各種別及び各種目などの第１位から第８位までに賞状を授与する。団体競技の場

合は、その都道府県名とチーム全員（監督を含む。）の氏名を記載したものを都道府県用に１

枚、更にその都道府県名と個人名を記載したもの、又は都道府県名とチーム全員（監督を含

む。）の氏名を記載したものをチーム全員に授与する。 

 

８ 参加申込方法 

(1) 都道府県の体育・スポーツ協会会長（代表者）及び各競技団体会長（代表者）は、連署の

上、都道府県大会又はブロック大会において選抜された者及び公益財団法人日本高等学校野

球連盟が選出したチームを、大会会長宛に申込むものとする。 

(2) 参加申込は、定められた締切日までに国民体育大会参加申込システムにより行う。 

(3) 参加申込締切日 

締 切 日 競  技 

①2019 年 8 月 21 日（水） 

水泳、バレーボール （ビーチバレーボー ル）、体操、

レスリング、セーリング、自転車、相撲、カヌー、ボウリング、

ゴルフ、トライアスロン 

②2019 年 9 月 4 日（水） 

陸上競技、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、

バレーボール（６人制）、バスケットボール、ウエイトリフティング、

ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、馬術、 

フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、

ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、

アーチェリー、空手道、なぎなた、クレー射撃、高等学校野球 

(4) 参加申込様式は、日本スポーツ協会が実施競技団体と協議の上、作成する。 

(5) 参加申込締切後の選手の交代は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で選手を交

代する場合は、次のア～ウ宛に所定の様式にて届け出なければならない。 

  ア 全国を統轄する各中央競技団体事務局 

  イ いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会事務局 

  ウ いきいき茨城ゆめ国体各競技会場地市町村実行委員会事務局 

     なお、日本スポーツ協会に対しては、大会終了後、所定の手続きにより参加申込情報を

修正すること。  

 

９ 棄権手続 

  参加申込締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を棄権する場合

には、所定の棄権手続きをとらなければならない。 

なお、棄権手続きに係る届出については選手交代届と同じ様式を用いること。 
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10 大会参加負担金 

(1) 本大会に選手団（視察員を除く）を派遣する都道府県体育・スポーツ協会は、一人当たり

次のとおり参加負担金を納入する。 

区   分 負 担 金 

少年の種別に参加する選手 ２，０００円 

上記以外の者（本部役員、監督、成年の種別に参加する選手等） ４，０００円 

(2) 大会参加負担金は、各都道府県体育・スポーツ協会で取りまとめ、次のとおり納入する。 

  ア 納入期限 

2019 年 9 月 4 日（水） 

  イ 納入先 

みずほ銀行 渋谷支店 普通預金口座 513729 

公益財団法人日本スポーツ協会  

 

11 宿泊申込 

  大会参加者は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会が指定した所定の

様式により、定められた締切日までに申込む。 

 

12 都道府県選手団本部役員編成及び視察員 

(1) 都道府県選手団本部役員は、次のとおりとする。 

ア 参加選手500名以上の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計20名以内とする。 

イ 参加選手300名以上500名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計15名以内とする。 

ウ 参加選手300名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計10名以内とする。 

(2) 上記役員のほか、５名以内の顧問を設けることができる。 

(3) 上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、スポーツドクターを帯同するものとする。 

なお、帯同するスポーツドクターは日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格を有する

者とする。 

(4) 上記(1)及び(2)による本部役員総数の範囲内で、アスレティックトレーナーを帯同できる。

なお、帯同できるアスレティックトレーナーは日本スポーツ協会公認アスレティックトレー

ナー資格を有する者とする。 

(5) 都道府県選手団本部役員の１日あたりの編成人数については、上記(1)及び(2)による人数

を上限とする。 

(6) 視察員は、１都道府県３名以内とする。ただし、2020年以降の国民体育大会の開催が決定

又は内定している県については、鹿児島県100名以内、三重県及び栃木県60名以内、佐賀県及

び滋賀県40名以内とする。 

(7) 都道府県選手団本部役員及び視察員の参加申込は、2019年9月4日（水）までに国民体育大

会参加申込システムにより行う。 

 

13 大会参加章、大会参加記念章及び視察員章の交付 

  大会参加章、大会参加記念章及び視察員章は、次の者に交付する。 

(1) 大会参加章 

都道府県選手団本部役員、監督及び選手並びに大会役員、競技会役員及び競技役員  
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(2) 大会参加記念章 

公開競技・デモンストレーションスポーツ参加者  

※ 公開競技参加者への交付は、中央競技団体との協議による。  

(3) 視察員章 

視察員 

 

14 参加上の注意 

(1) 大会期間中は、交付された大会参加章、大会参加記念章又は視察員章を携帯しなければな

らない。 

(2) 各都道府県の代表選手は、競技に際し、「国民体育大会ユニフォーム規程」に基づき、ユニ

フォームを着用しなければならない。  

 

15 個人情報及び肖像権に関わる取り扱い 

日本スポーツ協会、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会、いきいき茨

城ゆめ国体各競技会場地市町村実行委員会及び国民体育大会実施競技中央競技団体（以下「国

体関係機関・団体」という。）は、参加申込等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱い

に関して以下のとおり対応するものとする。 

(1) 個人情報の取り扱い 

ア 利用目的 

大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された個人情報は、国体関係

機関・団体において、参加資格の確認や競技組合せなどをはじめとする大会運営業務のた

めに利用し、目的以外に利用しない。 

イ 公表の範囲と方法 

個人情報のうち、所属都道府県、氏名、性別、年齢、学校名、チーム名等、所属と個人

を識別するために必要な情報については、以下の方法等により公表することがある。 

(ｱ) 総合プログラム及び競技別プログラムへの掲載 

(ｲ) 競技会場内におけるアナウンス等による紹介 

(ｳ) 競技会場内外の掲示板等への掲載 

(ｴ) 大会関連ホームページへの掲載 

(ｵ) 報道機関への提供 

ウ 競技結果（記録）等 

競技結果（記録）については、上記イで定めた個人情報とともに、以下の方法等により

公表することがある。 

(ｱ) いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会が設置する記録本部を通じ

た公開 

(ｲ) 国体関係機関・団体及び報道機関等による新聞・雑誌及び関連ホームページ等への掲載 

(ｳ) 国体関係機関・団体が作成する大会報告書等への掲載 

(ｴ) 次回以降の大会プログラムへの掲載【新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等】 

(2) 肖像権に関する取り扱い 

ア 写真 

国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真が、新

聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがある。 
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イ 写真（写真撮影企業等） 

国体関係機関・団体に認められた写真撮影企業等によって撮影された写真等が販売され

ることがある。なお、各競技・会場における販売の有無等の詳細は、当該中央競技団体を

中心に対応する。 

ウ 映像 

国体関係機関・団体又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された映像が、中

継・録画放映及びインターネットによって配信されることがある。また、DVD 等に編集さ

れ、販売・配付されることがある。なお、各競技における販売の有無等の詳細は、当該中

央競技団体を中心に対応する。 

(3) 対応 

ア 承諾の確認 

大会参加申込として国民体育大会参加申込システムへ登録された時点で、上記取り扱い

に関する承諾を得たものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、当該中央競技団体等によって個別に承

諾を確認することがある。 

イ 役員等 

大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、国体関係機関・団体と大会

に関する契約をしている者及び大会運営関係者については、上記取り扱いに関する承諾を

得たものとして対応する。 

 

16 都道府県大会及びブロック大会 

  正式競技については、本大会の予選として次のとおり都道府県大会（ブロック大会）を開催

しなければならない。 

(1) 都道府県の主催団体は、必要に応じて日本スポーツ協会及び中央競技団体等関係団体と協

議の上、本要項に基づき実施要項を作成する。 

なお、日本スポーツ協会及び中央競技団体は、その内容に不備がある場合、適宜指導を行

うものとする。 

(2) 都道府県大会の実施にあたり、当該都道府県主催団体は、適正な手続きに則り決定した代

表選手の選抜方法・選考基準について、予め関係者に周知徹底を図るものとする。 

(3) 参加者は、実施要項に基づき当該主催団体に申込む。なお、参加は１人１競技に限る。 

(4) ブロック大会の申込みは、原則として国民体育大会参加申込システムにより行い、様式は

日本スポーツ協会及び当該主催団体が協議の上、作成する。 

なお、参加申込システムを使用しない場合の様式については、当該主催団体において別途

作成する。 

(5) 都道府県大会の参加申込様式は、当該主催団体において作成する。 

(6) 参加料を徴収する場合の金額は、当該主催団体が中央競技団体と協議の上、定める。 

(7) 競技運営に差し支えない限り、茨城県選手は当該競技ブロック大会を経ることなく本大会

に参加することができる。 
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17 国民体育大会参加者傷害補償制度 

      日本スポーツ協会及び都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者に対する社会的

責任体制を整えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度として大会参加

者による国民体育大会参加者傷害補償制度を運営する。 

(1) 本制度の対象となる参加者は、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規定に定め

られた選手、監督、選手団本部役員(顧問を含む）、視察員並びにその他選手団役員とする。 

(2) 大会参加の都道府県体育・スポーツ協会は、国民体育大会参加者傷害補償制度の対象とな

る参加者数に応じた制度負担金（一人あたり1,000円）を、日本スポーツ協会に納入する。 

(3) 納入締切日及び納入先については別途日本スポーツ協会から都道府県体育・スポーツ協会

へ通知する。 

 

18 文化プログラム 

  文化プログラムは、次表のとおりとし、実施については、「文化プログラム実施基準」に基づ

くものとする。 

2019 年 3 月 1 日現在 

文化プログラム事業名 会場地 

開館 30 周年記念茨城県近代美術館名品展ザ・ベスト モネ、ルノワール、 

大観から靉嘔まで 

水戸市 

水戸市市制施行 130 周年記念プレイベント第 123 回水戸の梅まつり 

茨城の民話を味わおう。茨城の民話を世界の言葉で聞こう。 

STREET DANCE STUDIO ROOTS 

バガボンドＳＡＫＵＲＡ－ＧＡＷＡ 

茨城国際音楽アカデミーin かさま水戸スペシャル・コンサート 

茨城総合物産音楽フェスティバル 2019 

2019 年度茨城県高等学校放送コンテスト兼  

第 66 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト茨城県予選 

全国スポーツ写真展 

リボーン・アートボール展 

2019 年度茨城県高等学校放送コンテスト新人大会（兼 2020 年度全国高等学

校総合文化祭放送部門茨城県予選 兼 第 17 回関東地区放送コンクール茨城県

予選) 

ナイスハートふれあいフェスティバル 2019 

ひたち秋祭り 郷土芸能大祭 

日立市 

Hitachi StarlightIllumination 2019 

日立市角記念市民ギャラリー 常設展 

日立市よしだ正音楽記念館 

日立市よしだ正音楽記念館 展望カフェ 
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文化プログラム事業名 会場地 

日立シビックセンター科学館 常設展 

日立市 

日立シビックセンター科学館 天球劇場ドーム映像番組 

かみね公園正月まつり 

かみね動物園正月まつり 

日立の歴史・民族と産業・自然・郷土ゆかりの美術 

たかはら自然塾 鳥追いまつり 

いきいき茨城ゆめ国体開催記念第 3 回日立 KIZUNA リレーマラソン 

奥日立きららの里 ランニングフェスタ＆鍋バイキング 

かみね公園スプリングフェスティバル 

第 19 回日立さくらロードレース 

第 57 回日立さくらまつり 

奥日立きららの里春まつり 

かみね公園ちびっこまつり 

たかはら自然塾 春まつり 

かみね動物園 ゴールデンウィークイベント 

ひたち国際大道芸 

海水浴場開設 

日立港まつり 

ひたち河原子花火大会 

夜の動物園 

日立あんどんまつり 

第 55 回日立市美術展覧会 

よかっぺまつり 

かみね公園秋まつり第１弾 

特別展示企画 

奥日立きららの里秋まつり 

かみね公園秋まつり第 2 弾 

道の駅日立おさかなセンター供用 5 周年イベント（仮） 

日立市産業祭 

たかはら自然塾収穫祭 

奥日立きららの里ウォーキングラリー大会 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館） 

土浦市 2018 年度冬季展示「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」 

縄文の布づくりと原始機織・縄文土器をつくろう講座作品展 
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文化プログラム事業名 会場地 

第 40 回特別展「記憶でたどる土浦 100 年」（仮） 

土浦市 

土浦桜まつり 

テーマ展「土浦の遺跡 24」 

かすみがうらマラソン 2019 兼 国際盲人マラソン 

第 30 弾土浦まちなか元気市(かすみがうらマラソンランナーズ・ヴィレッジ) 

2019 年度総合展示「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」 

春季美術展覧会 

ミュージアムセミナー2019 

土浦市障害者（児）スポーツ大会 

夏休みファミリーミュージアム 

夏休みファミリーミュージアム テーマ展 

パネル展「戦争の記憶を語る」 

土浦キララまつり 

特別公開「土屋家の刀剣―国宝・重要文化財の公開」 

第 48 回土浦市文化祭 

土浦市立博物館秋季テーマ展 

土浦全国花火競技大会（第 88 回） 

第 22 回企画展 

土浦市健康まつり 

新治地区コミュニティまつり 

六中地区公民館文化祭 

四中地区公民館まつり 

上大津公民館まつり 

三中地区文化祭 

第 72 回土浦市美術展覧会 

第 16 回土浦カレーフェスティバル 

一中地区公民館まつり 

二中地区文化祭 

都和公民館まつり 

第 7 回サンスポ古河はなももマラソン 

古河市 

古河歴史博物館企画展「華麗なる日本刀 備前伝の伝統～鎌倉時代から現代ま

で～」 

第 43 回古河桃まつり 

第 20 回古河まくらがの里・花桃ウォーク 
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文化プログラム事業名 会場地 

第 14 回古河花火大会 

古河市 

古河市青少年軽音楽フェスティバル 

和太鼓フェスティバル 

第 14 回古河菊まつり 

第 159 回関東の奇祭古河提灯竿もみまつり 

石岡市立ふるさと歴史館 常設展・企画展 

石岡市 

第 12 回石岡つくばねマラソン 

【祝 国体】歌って踊る石岡恋瀬姫まつり 

第 23 回石岡市企画展 

第 52 回石岡市文化祭 

第 60 回石岡市美術展 

ふらり結城紬着心地体験 

結城市 

結城のひなまつり 

第 1 回結城市近隣 ふれあい駅伝競走大会 

結いのおと 

祭りゆうき 2019 

結い市 

第 11 回きもの day 結城 

第 50 回結城市農業祭 

まいんバザール 

龍ケ崎市 

たつのこマルシェ 

龍ケ崎とんび凧あげ大会 

桜祭り 

RYU とぴあ音頭パレード 

龍ケ崎市の撞舞 

市民スポーツ・レクリエーションまつり 

第 28 回龍ケ崎市民文化芸術フェスティバル 

秋の収穫祭 

龍ケ崎市環境フェア 2019 

第 48 回下妻市新春歩け歩け大会 

下妻市 

企画展「第 7 回ひなに魅せられて～ひな人形の世界～」 

第 28 回花とふれあいまつり 

企画展「日本芸術院会員彫刻家・故市村緑郎展」 

第 31 回砂沼マラソン大会 
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文化プログラム事業名 会場地 

あすなろの里ひな祭り 

常総市 

長塚節文学賞 

あすなろの里さくらまつり 

第 19 回常総千姫まつり蕾咲祭 

こどもまつり 

茨城国体記念常総市長杯争奪茨城県中学校ハンドボール大会 

第 55 回常総きぬ川花火大会 

あすなろの秋まつり 

第 26 回ひたちおおた芸能祭 

常陸太田市 

第 29 回サマーふれあいコンサート 

常陸太田市指定文化財集中曝涼 

常陸太田市民芸能祭 

第 61 回常陸太田市美術展覧会（一般の部） 

第 28 回市民ふれあいコンサート 

第 33 回都々逸全国大会 

第 61 回常陸太田市美術展覧会（小中学校の部） 

菊池寛実記念 高萩炭礦資料館 

高萩市 

穂積家住宅 

高萩市歴史民俗資料館 

第 49 回高萩まつり 

花貫渓谷紅葉まつり 

第 40 回高萩市産業祭 

追悼－小林恒岳展 

北茨城市 

北茨城市歴史民俗資料館 野口雨情記念館 

茨城大学五浦美術文化研究所（六角堂・天心邸・長屋門） 

北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」 

全国あんこうサミット 

再興第 103 回院展 茨城五浦展 

常陸大津の御船祭 

第 56 回県下中学校交歓笠間市駅伝大会 

笠間市 

第 15 回茨城国際音楽アカデミーin かさま 

笠間つつじ祭り 

第 38 回笠間の陶炎祭 

第 5 回笠間市長杯スナッグゴルフ大会 
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文化プログラム事業名 会場地 

グリーンフェスタかさま 

笠間市 

笠間のまつり 

笠間の菊まつり 

かさま文化財公開 

第 14 回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会 

かさま新栗まつり 

県指定文化財・市指定史跡旧取手宿本陣染野家住宅の公開 

取手市 

取手市埋蔵文化センター企画展 

第 15 回取手ひなまつり 

取手美術作家展 

取手音楽の日 

取手市藤代文化祭 

取手市文化祭 

かっぱの里ギャラリー 

牛久市 

第 5 回牛久郷土かるた大会 

かっぱの里うしくのひなまつり 

第 38 回うしくかっぱ祭り 

2019ＭＵＳＥコンサート 

第 43 回牛久市民文化祭 

第 29 回うしくＷａｉワイまつり 

第 25 回うしく現代美術展 

つくばエキスポセンター 

つくば市 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）筑波宇宙センター 

つくばサイエンスツアーバス（循環） 

つくば美術館 

地図と測量の科学館 

STREET DANCE CONTEST Birthday/GRANDSOUL 

新元号記念新春落語会 

東京ゲゲゲイ歌劇団 VOL.Ⅲ 

リボーン・アートボールワークショップ 

筑波山梅まつりプレイベント「星に願いを」 

筑波山梅まつり 

筑波山頂カタクリの花まつり 

筑波山ガマまつり（筑波山がまレース） 
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文化プログラム事業名 会場地 

第 35 回つくば国際音楽祭 

つくば市 
筑波山麗秋祭り 2019 

筑波山もみじまつり 

第 14 回つくばで第九演奏会 

国指定史跡馬渡埴輪製作遺跡 

ひたちなか市 

武田氏館 

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター 

第 9 回子ども伝統文化フェスティバル 

文化協会総合発表会「第 13 回春の祭典」 

国指定史跡虎塚古墳石室壁画一般公開 

ひたちなか・大洗・東海 PR の日／ひたちなかフラフェスティバル 2019 

花しょうぶ園まつり 

第 25 回ひたちなか祭り 

美術展覧会第 1 期（書道・絵画・彫刻） 

美術展覧会第 2 期（写真・陶芸） 

児童生徒作品展 

第 44 回鹿嶋市駅伝大会 

鹿嶋市 

かしま桜まつり 

鹿島神宮 祭頭祭 

鹿嶋市花火大会 

鹿島神宮 提灯まち 

鹿島神宮 神幸祭 

茨城県水郷県民の森 

潮来市 

酒蔵見学 

権現山公園桜まつり 

水郷潮来あやめまつり 夕方～夜（ライトアップ） 

市営ろ船遊覧 

水郷の燈 

第 15 回珍しい車の夏祭り 

延方相撲（茨城県無形民俗文化財） 

潮来祇園祭禮 

万燈会 

水郷潮来花火大会 

二本松寺あじさいの杜 
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文化プログラム事業名 会場地 

水郷潮来月まつり 

潮来市 
大生神社巫女舞神事 

国神神社上戸の獅子舞 

第 21 回活躍する作家展 

夕べのコンサート 守谷市 

第 8 回常陸大宮クロスカントリー大会／みんなで楽しくグリーンウォーキング  

常陸大宮市 

第 14 回常陸大宮駅伝大会 

第 9 回文書館カレッジ 

第 14 回常陸大宮ＣＵＰ新体操大会 

やすらぎの里さくらまつり 

歴史民俗資料館大宮館 常設展 

歴史民俗資料館山方館 常設展 

鷲子山上神社夏祭り 

美和ふるさとまつり 

あゆの里まつり 

あきないまつり 

花立山星まつり 

常陸大宮グルメフェア 

西塩子の回り舞台 

ハロウィンスタンプラリー 

ふるさとまつりおおみやふれあい広場 

ごぜんやままつり 

やまがた宿芋煮会 

パークアルカディア祭 

きらきらタウン☆ひたちおおみや 

茨城県植物園 

那珂市 

八重桜まつりイベント 

なかひまわりフェスティバル 2019 

那珂市歴史民俗資料館 

茨城県民の森 

茨城県きのこ博士館 

下館祇園まつり 

筑西市 あけのひまわりフェスティバル 

どすこいペア 2019 
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文化プログラム事業名 会場地 

小栗判官まつり 筑西市 

坂東市ふる里さしま古城まつり 
坂東市 

岩井将門まつり 

常設展示 

稲敷市 稲敷チューリップまつり 

いなしき夏まつり花火大会 

帆引きフェスタ 

かすみがうら市 

あゆみ祭り 

かすみがうらエンデューロ 

かすみがうら祭 

ふれあい生涯学習フェア 

かすみがうら市指定文化財一斉公開 

真壁のひなまつり 和の風第十七章 

桜川市 
第 14 回桜川市さくらマラソン大会 

第 4 回ＳＡＫＵＲＡフェスティバル 

第 42 回納涼大会 

第 44 回企画展「恐竜展」（仮称） 

神栖市 

かみすみなと祭り保存会 

第 35 回きらっせ祭り 

神栖市民音楽祭 2019（12 回目） 

神栖花火大会 

三昧塚古墳農村公園見学 
行方市 

西連寺常行三昧会 

いばらき都市緑化フェスティバル 

鉾田市 

鉾田にぎわい祭り 

鹿島灘夜祭り 

鉾神社夏季例大祭 

うまかっぺフェスタ 

ほこたマラソン 

みらいマラソン 

つくばみらい市 

福岡堰さくらまつり 

みらいフェスタ 

小張松下流網火（国指定重要無形民俗文化財） 

高岡流網火（国指定重要無形民俗文化財） 
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文化プログラム事業名 会場地 

2019 常総フェスティバルチャレンジ８中学生交流大会 

つくばみらい市 

フライヒル運動会 

乗馬体験 

板橋不動院 

ワープステーション江戸 

間宮林蔵記念館 

小美玉市玉里史料館（常設展示） 

小美玉市 

小美玉市民家園 

小美玉市小川資料館 常設展示 

ここからプレミアム劇場 vol.５Jazz 尺八奏者 小林鈴勘 in アピオス 

小美玉市アクティビティ事業集大成コンサート 

文化講演会（地域人権啓発活動活性化事業と共催） 

第 10 回小美玉発！スター☆なりきり歌謡ショー 

町指定史跡小幡城跡公開事業 

茨城町 

国指定史跡小幡北山埴輪製作遺跡公開事業 

きらり子どもあんどん 2019 

フレンドほっとフェア 

国天然記念物 大戸のサクラ公開事業 

ひぬまあじさいまつり 

小鶴祇園祭 

ひょっとこ囃子（町指定無形民俗文化財） 

広浦あんばさま（町指定無形民俗文化財） 

秋葉ばやし(町指定無形民俗文化財） 

ひぬま de マルシェ 

第 47 回茨城町民祭 

2019 いばらきまつり 

大洗音楽祭 2019 

大洗町 

大洗太鼓の祭典 2019 

大洗落語会 

大洗町幕末と明治の博物館 常設展 

大洗春祭り海楽フェスタ 

大洗しらす祭 

大洗海上花火大会 

大洗八朔祭 
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文化プログラム事業名 会場地 

大洗魚市場ホッキまつり 

大洗町 
第 43 回大洗町芸術文化祭 

大洗町秋祭り 2019 商工感謝祭 

大洗あんこう祭り 

しろさと七夕まつり 
城里町 

ホロルのたまご～しろさと町民まつり～ 

アートロード展 東海村 

大子まちなかアートウィーク 
大子町 

第 8 回大子ふるさと博覧会 

“みほ”産業文化・スポーツフェスティバル 
美浦村 

陸平貝塚 

予科練平和祈念館 

阿見町 あみさくらまつり 

まい・あみ・まつり 

かわちフェスタ２０１９ 河内町 

八千代町歴史民俗資料館 常設展 八千代町 

五霞町文化祭 五霞町 

塚崎の獅子舞 

境町 さかいふるさと祭り 

境町民祭文化展 

第 42 回利根町民納涼花火大会 利根町 

関東嵐山第 4 回御前山トレイルラン大会 
常陸大宮市 

城里町 

全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2019 IBARAKI 
全県 

全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2019 IBARAKI 茨城県予選 

 

19 公開競技 

  公開競技は、次表のとおりとし、実施については、「国民体育大会公開競技実施基準」に基づ

く実施要項による。 

公   開   競   技 会 場 地 

綱引 古河市 

ゲートボール 行方市 

武術太極拳 取手市 

パワーリフティング つくば市 

グラウンド・ゴルフ 神栖市 
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20 デモンストレーションスポーツ 

  デモンストレーションスポーツは、次表のとおりとし、実施については、「国民体育大会デモ

ンストレーションスポーツ実施基準」に基づく実施要項による。 

デモンストレーションスポーツ 会 場 地 

合気道 笠間市 

アームレスリング つくばみらい市 

いきいきトランポリン 稲敷市 

Ｅボート 下妻市 

ウオーキング 五霞町、利根町 

エアロビック 取手市 

オリエンテーリング 石岡市 

３Ｂ体操 那珂市 

少年少女サッカー 小美玉市 

少年軟式野球 境町 

少林寺拳法 古河市 

スポーツ鬼ごっこ つくば市 

スポーツウエルネス吹矢 石岡市 

ソフトバレーボール 河内町 

ターゲット・バードゴルフ つくばみらい市 

ダンススポーツ 取手市 

ダンス＆パフォーマンス つくば市 

ディスクゴルフ 美浦村 

トレイルラン 石岡市 

ドッジボール 水戸市 

ハンググライダー・パラグライダー 石岡市 

バウンドテニス つくばみらい市 

パークゴルフ 結城市 

パンポン 日立市 

ビーチハンドボール 行方市 

ビーチボールバレー 八千代町 

ふれあいグラウンド・ゴルフ かすみがうら市 

ペタンク かすみがうら市 

ユニカール 城里町 

リレーカーニバル 石岡市 

レク・クロッケー 大洗町 

※会場地数は 15 市、7 町、1 村 

21 その他 

(1) 参加申込及び宿泊申込が、定められた締切日までに行われない場合、又は、参加負担金が

定められた納入期限までに納入されない場合は、本大会への参加を認めない。  

(2) その他の事項については、国民体育大会開催基準要項及び同細則による。  

 


